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   船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年３月２６日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第２区似
にの

島東方沖 

 宇品
う じ な

灯台から真方位１９２°１,７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.５′ 東経１３２°２７.５′） 

事故の概要  自動車専用船KARIYUSHI
カ リ ユ シ

 LEADER
リ ー ダ ー

は、錨泊中、また、旅客船少年
しょうねん

丸

第３けいりん号は、東北東進中、少年丸第３けいりん号が左転して

KARIYUSHI LEADER に衝突した。 

KARIYUSHI LEADER は、船尾部外板に擦過傷を生じ、また、少年丸第

３けいりん号は、船首部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年３月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車専用船 KARIYUSHI LEADER、３１,７６０トン 

   ９４０３２１７（ＩＭＯ番号）、東明汽船株式会社（船舶所有

者、Ａ社）、ESTEEM MARITIME S.A.（船舶借入人） 

１７９.９０ｍ×３２.２０ｍ×２１.６２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１４,１２０kＷ、平成２０年３月 

Ｂ 旅客船 少年丸第３けいりん号、１９トン 

   ２８１－２７７０４広島、社会福祉法人似島学園（Ｂ社） 

１５.１０ｍ×４.００ｍ×１.８５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５kＷ、平成３年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５４歳 

締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

 交付年月日 ２０１８年１月１５日 

       （２０２３年１月１４日まで有効） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ３１歳 

締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

    交付年月日 ２０１８年１月２２日 

         （２０２３年１月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２９歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日 平成２６年１２月１１日 

免許証交付日 平成２７年７月１３日 

           （令和２年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２０人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、平成３１年３月２５日２３時０６分ごろ似島東方沖

で投錨し、航海士Ａが停泊当直に当たり、船首を北方に向けて錨泊し

ていた。 

船長Ａは、２６日０８時２０分ごろ代理店から電話で連絡を受け、

Ａ船の船尾部にＢ船の船首部が衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、学生１人を乗せ、０７時３５分

ごろ、広島港第１区所在の広島市営桟橋に向け、同港第２区似島所在

の似島学園前桟橋を出航した。 

船長Ｂは、操舵室左舷側にある操縦席に腰を掛け、約３～４ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、かき
．．

筏とかき
．．

筏との間の

水路（以下「本件水路」という。）を航行中、携帯電話の操作を終え

て操縦席上部の台に置いた。 

Ｂ船は、本件水路を通過し終え、船長Ｂが、前方に認めていた錨泊

中のＡ船の船尾端を約２００ｍ隔てて航行する針路とし、操縦ハンド

ルを右手で握り、主機操縦レバーを左手で操作し、約１３kn の速力に

増速して手動操舵により東北東進を始めた。 

Ｂ船は、波を受けて船体が動揺し、台に置いていた携帯電話が床に

落下した。 

船長Ｂは、操縦ハンドルを左手に持ち替え、携帯電話を拾おうとし

て右手を伸ばしたが、なかなか手に付かなかった。（図１参照） 
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図１ 操縦ハンドルを左手で握り、携帯電話を拾おうとして 

右手を伸ばしている船長Ｂの様子（イメージ） 

 

Ｂ船は、船長Ｂが、ようやく携帯電話を拾うことができ、携帯電話

が故障していないか確認した後、前方を見たところ、至近にＡ船を認

め、０７時４５分ごろ、後進をかけようとして主機操縦レバーのクラ

ッチを中立にしたとき、その船首部がＡ船の船尾部に衝突した。 

船長Ｂは、直ちに１１８番通報を行った。 

Ｂ船は、海上保安庁の巡視艇の到着を待って、自力で航行して似島

学園前桟橋に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、平成２６年１０月にＢ社に採用され、小型船舶操縦免許

を取得した後、平成２７年７月からＢ船の船長として乗船していた。 

船長Ｂは、ふだん航行中に物を床に落とした際、速力を落とさずに

操縦席から立ち上がって約２～３秒間で拾ったことがあり、本事故

時、操縦席に腰を掛けたままでも手が届きそうであったので、立ち上

がって拾おうとせず、思ったよりも時間が掛かってしまったと本事故

後に思った。 

船長Ｂは、携帯電話を拾おうとしているとき、操縦ハンドルを左手

で持った姿勢で、操縦ハンドルを回さないようにして、身体を支えよ

うという意識があったが、右手を伸ばしたときに無意識のうちに左に

切ってしまったのではないかと本事故後に思った。 

船長Ｂは、約３０秒間前方を見ていなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

船長Ｂ 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、似島東方沖で船首を北方に向けて錨泊中、船尾部にＢ船が

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、似島東方沖を約１３kn の速力で東北東進中、船長Ｂが、床

に落下した携帯電話を拾おうとして操縦席に腰を掛けた姿勢で、操縦

ハンドルを左手で握り、右手を伸ばした状態で航行したことから、無

意識のうちに操縦ハンドルを操作し、左転しながらＡ船に向かう進路

となったことに気付かず、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、ふだん航行中、床に物を落とした場合、操縦席から立ち

上がって約２～３秒間で拾っていたが、本事故時、携帯電話を拾おう

とした際、舵輪から手を離して拾おうとせず、思ったよりも時間が掛

かり、約３０秒間前方を見ていなかったことから、左転しながらＡ船

に向かう進路となっていることに気付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、似島東方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が約１３kn の

速力で東北東進中、船長Ｂが、床に落下した携帯電話を拾おうとして

操縦席に腰を掛けた姿勢で、操縦ハンドルを左手で握り、右手を伸ば

した状態で航行したため、無意識のうちに操縦ハンドルを操作し、左

転しながらＡ船に向かう進路となったことに気付かず、Ｂ船がＡ船に

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船中に落下した物を拾う際は、操縦ハンドル等を握ったまま拾

おうとせず、停止又は最小限度の速力に落として周囲の安全を確

認した後に素早く拾うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 


